
(届出日) 年 月 日

新大阪ステイションビル管理組合

※使用細則　第７条

※使用細則　第１０条 第２項

解約日 年　　　　月　　　　日

階段倉庫の使用を終了しようとするときは、終了の1か月前までに、管理組合へ書面を
もって届出しなければならない。

解約申請注意点

使用料の日割は行わない。

解約倉庫NO.

階段倉庫解約申込書

理　　事　　長　　　殿

　私は以下の使用していた階段倉庫を解約致します。

部屋番号・連絡先
　　　　　　号室（電話番号　　　　　　　　　　　　　　）

区分所有者氏名


